
市が行う被災地の復旧・復興に活用させていただきます。
●税法上の優遇措置があります。

※災害支援の寄附については市内在住者/市外在住者に限らず返礼品の提供はございません。

●税法上の優遇措置があります。
（損金算入措置が適用されます。）

●税法上の優遇措置があります。
（損金算入措置に加えて税額控除が適用され、最大約9割の法人関係税が軽減されます。）

市が行う被災地の復旧・復興に活用させていただきます。

市が行う被災地の復旧・復興に活用させていただきます。
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